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令和３年度 

第１６回和歌山市農業委員会議事録 

 

日 時  令和３年１０月１２日（火曜日） １３時００分 開会 

場 所  和歌山市農業委員会会議室 

 

議案第１号 農用地区域除外に係る意見について 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

議案第４号 農用地利用集積計画について 

報告事項 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告事項 農地賃貸借契約等登録台帳の賃借人名義変更について 

報告事項 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告事項 農地法施行規則第２９条第１号の規定による届出について 

報告事項 農地法第４条第１項の規定による農地転用届出について 

報告事項 農地法第５条第１項の規定による農地転用届出について 

報告事項 農用地利用配分計画の認可について 
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出席委員（１９名） 

１番 湯川 德弘 

２番 辻本 傑 

３番 笠野喜久雄 

４番 山本 茂樹 

５番 藤田 城司 

６番 古川 祐典 

７番 土橋 ひさ 

８番 谷河 績 

  ９番 吉中 雅三 

１０番 中村 弘 
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班   長 藤田 誠一 

   事務主査 山田 忠孝 

   事務主査 肥田 敬之 

    

    

  農林水産課 

   課   長 中兀 成浩 

班   長 中川 拓哉 

事務主任  上野 宏武 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１番 廣井 伸多 

１２番 大河内壽一 

１３番 曽根 光彦 

１４番 岩橋 章 

１５番 丸山 勝 

１６番 中尾 友紀 

１７番 坂東 紀好 

１８番 吉川 松男 

１９番 岩橋 章博 
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１３時００分 開会 

◆奥谷局長 それでは定刻となりましたの

で、ただいまから第１６回農業委員会総会

を開催いたします。なお、９月３０日をも

って１９都道府県に発令されていました新

型コロナウイルス対策の特別措置法に基づ

く緊急事態宣言は解除されました。しかし

ながら、感染そのものが克服されたわけで

はなく、再び、感染拡大を招かないよう引

き続き、感染拡大防止の徹底に努めてまい

りたいと考えております。本日の総会も時

間の短縮を図るため、報告事項の説明を割

愛させていただき、議案の審議から始めさ

せていただきます。ご理解、ご協力をよろ

しくお願いします。 

なお、報告事項につきましては、議案書

Ｐ．２４以降に掲載していますので、ご確

認ください。 

それでは、谷河会長よろしくお願いします。

◆会長（谷河 績） それでは、ただいま

より、第１６回農業委員会総会を開会いた

します。出席委員は１９名中１９名で、定

足数に達しておりますので、総会は成立し

ています。 

去る９月２８日、笠野委員、岩橋章委員、

中村委員によりまして現地調査並びに事情

聴取が行われています。後ほど報告方よろ

しくお願いします。 

また、農業委員会会議規則第１７条第２

項に規定する議事録署名委員は、岩橋章委

員、丸山委員にお願いします。なお、本日、

総会終了後、農政問題調査研究小委員会を

開催しますので、担当委員さん引き続きよ

ろしくお願いします。 

 それでは議案の審議から始めさせていた

だきます。 

議案第１号 農用地区域除外に係る意見

について、提案いたします。 

◆農林水産課 上野主任 番外、説明いた

します。本件は、農業振興地域の整備に関

する法律第１３条第１項の規定に基づき、

同法施行規則第３条の２第２項の規定によ

り、農業委員会のご意見をお聴きするもの

です。 

Ｎｏ．１について説明させていただきま

す。Ｐ.５にありますように申出地は、赤

色で着色し示しており、紀伊地区、和歌山

県立和歌山盲学校の東約・・・ｍに位置し

ております。また、Ｐ.６には代替地を、

Ｐ.７には申出時に受領した代替地検討書

を、Ｐ.８には申出地を三方から撮影した

写真を、Ｐ.９には、農用地区域の広がり

を、Ｐ.１０には、関係各課の意見を示し、

添付しております。申出の経緯について、

説明させていただきます。利用者である・

・・は、建設業及び不動産販売業を営んで

います。近年、和歌山県内だけでなく、・

・・、・・・の工事等が増加しており、事

業が好調で既存の事業施設用地では手狭と

なっているため、交通の便がよく、和歌山

北インターにも近い申出地を露天資材置場

兼露天駐車場として利用したいとのことで

す。申出地は、北側に水路及び宅地、東側

及び西側に水路、南側に水路及び県道に隣

接した農地となっています。市としては、

周辺農地の営農に及ぼす影響はなく、産業

活性化における地域振興が図れる側面もあ

るため、農用地区域から除外することが相

当であると考えるものです。  

Ｎｏ．２について説明させていただきま

す。Ｐ.１１にありますように申出地は、

赤色で着色し示しており、川永地区、和歌
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山市立川永小学校の西約・・・ｍに位置し

ております。また、Ｐ.１２には申出地以

外に代替すべき土地がない理由を記したも

のを、Ｐ.１３には申出地を四方から撮影

した写真を、Ｐ.１４には、農用地区域の

広がりを、Ｐ.１５には、関係各課の意見

を示し、添付しております。申出の経緯に

ついて、説明させていただきます。利用者

である・・・は、・・・年に開業し、・・・

等の業務を目的とした医療法人です。近年、

患者の増加、業務量の増加により、従業員

を増員したことにより、既存駐車場では手

狭となっているため、既存の事業施設用地

に隣接する申出地を、新たに職員及び来客

用の露天駐車場として利用したいとのこと

です。効率性及び利便性の面から、申出地

以外に代替すべき土地がないとの判断です。

申出地は、北側及び東側に水路、西側に・

・・、南側に申出地の残農地に隣接した農

地となっています。市としては、申出地が

除外されることで周辺農地の営農に及ぼす

影響はなく、地域医療の活性化における地

域振興が図られる側面もあるため、農用地

区域から除外することが相当であると考え

るものです。 

Ｎｏ．３について説明させていただきま

す。Ｐ.1６にありますように申出地は、赤

色で着色し示しており、小倉地区、和歌山

県立和歌山高等学校の北東約・・・ｍに位

置しております。また、Ｐ.１７からＰ.２

０には代替地を、Ｐ.２１には申出時に受

領した代替地検討書を、Ｐ２２には申出地

を四方から撮影した写真を、Ｐ.２３には、

農用地区域の広がりを、Ｐ.２４には、関

係各課の意見を示し、添付しております。

申出の経緯について、説明させていただき

ます。利用者の妻である・・・氏は、申出

地の土地所有者の一人にあたり、持分は、

妹と共に２分の１ずつです。利用者夫婦は、

現在・・・の賃貸アパートに住んでいます

が、将来的に現在の住居では手狭になると

考え、母親が住む実家に近い場所に新居を

建築したいとのことです。また、利用者が

申出地に住むことにより、母親の高齢に伴

う不安及び今後の営農に伴う不安等を解決

することができるとのことです。申出地は、

北側に水路、東側に市道、南側に申出地の

残農地、西側に農地に隣接した農地となっ

ています。市としては、周辺農地の営農に

及ぼす影響はなく、農用地区域から除外す

ることが相当であると考えるものです。 

Ｎｏ．４について説明させていただきま

す。Ｐ.２５にありますように申出地は、

赤色で着色し示しており、小倉地区、和歌

山市立高積中学校の西約・・・ｍに位置し

ております。また、同Ｐ.２５及びＰ.２６

には代替地を、Ｐ.２７には申出時に受領

した代替地検討書を、Ｐ.２８には申出地

を四方から撮影した写真を、Ｐ.２９には、

農用地区域の広がりを、Ｐ.３０には、関

係各課の意見を示し、添付しております。

申出の経緯について、説明させていただき

ます。利用者は、農業者ですが、この度、

近隣の会社から十分な駐車スペースがない

ため、露天駐車場として利用させてもらい

たいとの依頼があったため、申出地を貸し

露天駐車場として利用したいとのことです。

申出地は、北西側に雑種地及び農地、南側

に水路、北東側に市道に隣接した農地とな

っています。市としては、申出地が除外さ

れることで周辺農地の営農に及ぼす影響は

なく、産業の活性化における地域振興が図
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られる側面もあるため、農用地区域から除

外することが相当であると考えるものです。 

Ｎｏ．５について説明させていただきま

す。Ｐ.３１にありますように申出地は、

赤色で着色し示しており、小倉地区、和歌

山県立和歌山高等学校の西約・・・ｍに位

置しております。また、Ｐ.３２には申出

地以外に代替すべき土地がない理由を記し

たものを、Ｐ.３３には申出地を三方から

撮影した写真を、Ｐ.３４には、農用地区

域の広がりを、Ｐ.３５には、関係各課の

意見を示し、添付しております。申出の経

緯について、説明させていただきます。利

用者である・・・は、・・・に設立し、・・

・、グループホーム等を経営しています。

資本金は・・・円で、従業員は・・・名と

のことです。既存駐車場の一部に・・・を

新築し、本年３月から入所者を受け入れ始

めたため、既存駐車場では、施設職員、入

所者の関係者及び販売業者等の商用車の駐

車スペースが手狭となっているため、既存

の事業施設用地に隣接する申出地を新たに、

職員、入所者関係者及び来客用の露天駐車

場として利用したいとのことです。効率性

及び利便性の面から、申出地以外に代替す

べき土地がないとの判断です。申出地は、

北側及び東側に・・・、南側及び西側に農

地に隣接した農地となっています。市とし

ては、申出地が除外されることで周辺農地

の営農に及ぼす影響はなく、地域福祉の活

性化における地域振興が図られる側面もあ

るため、農用地区域から除外することが相

当であると考えるものです。  

Ｎｏ．６について説明させていただきま

す。Ｐ.３６にありますように申出地は、

赤色で着色し示しており、和佐地区、和歌

山市立高積中学校の南西約・・・ｍに位置

しております。また、Ｐ.３７には申出地

以外に代替すべき土地がない理由を記した

ものを、Ｐ.３８には申出地を四方から撮

影した写真を、Ｐ.３９には、農用地区域

の広がりを、Ｐ.４０には、関係各課の意

見を示し、添付しております。申出の経緯

について、説明させていただきます。利用

者である・・・は、・・・を営んでいます。

業務拡大に伴い、既存事業所等に隣接する

申出地を新たに、露天駐車場として利用し

たいとのことです。効率性及び利便性の面

から、申出地以外に代替すべき土地がない

との判断です。申出地は、北側及び西側に

・・・、東側に農地、南側に水路に隣接し

た農地となっています。市としては、申出

地が除外されることで周辺農地の営農に及

ぼす影響はなく、産業の活性化における地

域振興が図られる側面もあるため、農用地

区域から除外することが相当であると考え

るものです。  

Ｎｏ．７について説明させていただきま

す。Ｐ.４１にありますように申出地は、

赤色で着色し示しており、和佐地区、和歌

山市立和佐小学校の西約・・・ｍに位置し

ております。また、Ｐ.４２には申出地以

外に代替すべき土地がない理由を記したも

のを、Ｐ.４３には申出地を四方から撮影

した写真を、Ｐ.４４には、農用地区域の

広がりを、Ｐ.４５には、関係各課の意見

を示し、添付しております。申出の経緯に

ついて、説明させていただきます。利用者

である・・・氏は、・・・の・・・で、建

設業及び不動産販売業を営んでいます。近

年、事業が好調であるため、既存の事業施

設用地では手狭であるため、既存の資材置
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場の隣接地である申出地を露天資材置場と

して利用したいとのことです。作業の効率

性及び利便性の面から、申出地以外に代替

すべき土地がないとの判断です。申出地は、

北側及び東側に里道、西側に農地、南側に

・・・の既存事業所に隣接した農地となっ

ています。市としては、申出地が除外され

ることで周辺農地の営農に及ぼす影響はな

く、産業の活性化における地域振興が図ら

れる側面もあるため、農用地区域から除外

することが相当であると考えるものです。

以上の７件について、農業振興地域の整備

に関する法律第１３条第２項に掲げる第１

号から第５号までの要件のすべてを満たす

と判断し除外を行おうとするものです。 

なお、第１号から第５号の要件については、 

１ 申出地以外に代替すべき土地がない

こと 

２ 農業上の効率化かつ総合的な利用に支

障を及ぼすおそれがないこと 

３ 農用地の利用集積に支障を及ぼすおそ

れがないこと 

４ 土地改良施設の有する機能に支障を及

ぼすおそれがないこと 

５ 農業生産基盤整備事業完了後８年を経

過しているものであること 

となっています。 

◆会長（谷河 績） Ｎｏ．１につきまし

て、現地調査並びに事情聴取を行っていま

すので笠野委員さん報告願います。 

◆３番（笠野喜久雄） Ｎｏ．１について

報告します。 

９月２８日、岩橋章委員、中村委員及び

事務局職員と共に現地調査並びに事情聴取

を行いました。本件申出は、営農の縮小を

考えていた譲渡人３名が所有する田につい

て、露天資材置場及び露天駐車場として活

用したいと考えている建設業及び不動産販

売業を営んでいる会社に譲渡するためです。

申請地は、県道粉河加太線沿線にある・・

・の農地です。当該会社は会社設立が・・

・で、和歌山市・・・に本社を構え、資本

金は・・・円で、売上は・・・円程度、従

業員数は・・・名とのことです。既存の事

業所は、本社近くの面積７１９㎡の借地で、

資材置場兼駐車場として利用しています。

このように現在・・・を拠点としています

が、今後は、和歌山市内だけでなく、北は

・・・、・・・、また南は・・・方面と事

業展開を進めるうえで、粉河加太線に隣接

したうえ、和歌山北インターにも近く、交

通の便もよいこの場所に露天資材置場及び

露天駐車場を設けたいということでした。

県道からの出入りとなるため、盛土は１ｍ

程度で、県道と同じ高さにし、砕石や土砂

などが流失しないようにコンクリート擁壁

を設定するとのことです。雨水については、

敷地内で集水後、弘西水利組合が管理する

水路へ放流します。なお、申請地の西側に

農地が有りますが、今回の申請地と当該農

地との間には水路があり、当該農地の営農

に不都合が生じることはないと考えます。 

 皆様の慎重なご審議をお願いします。 

◆会長（谷河 績） Ｎｏ．５につきまし

て、現地調査並びに事情聴取を行っていま

すので岩橋章委員さん報告願います。 

◆１４番（岩橋 章） Ｎｏ．５について

報告します。 

 去る９月２８日に、私と笠野委員、中村

委員、農業委員会事務局、農林水産課職員

とで、申請地を確認し、また申請者に対し

て聴取を行いました。本件は転用目的、露
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天駐車場のための、農用地区域外申請です。 

申請地は議案書のとおりです。転用目的は

職員・入居者関係者・来客者用の駐車場で

す。転用実行者は・・・に本拠を置く社会

福祉事業を営む法人です。資本金・・・円、

従業員数・・・名、・・・設立です。第一

・第二特別養護老人ホーム、グループホー

ム、障害者通所施設などを運営しており、

約・・・名程の方が在籍しています。申請

に至った理由ですが、今まで駐車場として

使用していた場所に入居者の増加に伴い、

施設を建設したいので、駐車スペースが少

なくなりました。それで、隣接農地を譲っ

ていただいて、駐車場として使用したいと

考え、本申請に至りました。転用の内容で

すが、約４０台の駐車スペースを整備しま

す。東側の既存建物の１階部分が通路にな

っており、そこから出入りするとのことで

す。必要経費は・・・円であり、すべて自

己資金でまかないます。隣接同意や土地改

良区の同意も得ています。 

以上のことから、特に問題はないと思わ

れますが、皆様方の慎重なご審議のほど、

よろしくお願いします。 

◆会長（谷河 績） ありがとうございま

した。議案第１号について、説明が終わり

ましたが、この議案について、何かご意見、

ご質問ございませんか。 

◆２番（辻本 傑） Ｎｏ．１について質

問します。露天駐車場は、舗装仕上げです

か、砕石仕上げですか。 

◆農林水産課 中川班長 番外、説明いた

します。砕石仕上げです。 

◆２番（辻本 傑） 周辺農地の営農に及

ぼす影響はないとのことであるが、砕石仕

上げであれば、そうでないと思います。砕

石仕上げの駐車場について、受付時に慎重

な審査を考えて欲しい。 

◆農林水産課 中川班長 番外、説明いた

します。事前に各課で審査しているが、砕

石仕上げではだめとは言えないが、お願い

レベルで対応します。 

◆１８番（吉川松男） 許可後に周辺住民

とのトラブル等もあるので、添付資料にお

いて自治会の同意を得ることはできないの

か。 

◆１７番（坂東紀好） 農業振興・地域振

興において、両方を考えなければならない。 

◆会長（谷河 績） 添付資料において自

治会の同意を得ることとなっていないのか。 

◆農林水産課 中川班長 番外、説明いた

します。規定はないです。 

◆２番（辻本 傑） 規定はないので砕石

仕上げの露天駐車場を規制できないが指導

はして欲しい。 

◆１８番（岩橋章博） 書類を受付しない

のは無理である。環境政策など他の部局と

連携できないのか。 

◆会長（谷河 績） 関係部局と協議して

ください。 

この議案について、何かご意見、ご質問

ございませんか。 

「異議なし、との声」 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第１号はやむを得ないとします。 

議案第２号 農地法第３条の規定による

許可申請について、提案いたします。 

◆肥田主査 番外、説明いたします。 

 本件は、農地法第３条の規定に基づく許

可申請で３件ありました。調査の結果、耕

作等に支障がないこと、当該農地の権利を

取得しようとする者は、下限面積要件を満
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たし、その取得後において全ての農地を効

率的に耕作し、農作業に常時従事すると認

められるなど、農地法第３条第２項各号に

は該当せず、許可要件の全てを満たしてい

ると思われます。なお、Ｎｏ．１は利用権

設定で耕作していた農地を所有権移転する

ものです。以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第２号について、

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

「異議なし、との声」 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第２号は可決と決定しました。 

 議案第３号 農地法第５条第１項の規定

による許可申請に対する意見について、提

案いたします。 

◆肥田主査 番外、説明いたします。 

 Ｎｏ．１申請地は、西和佐地区・・・、

西和佐小学校から南約・・・ｍに位置し、

市街地に近接する区域内でその規模がおお

むね１０ｈａ未満のため第２種農地に該当

します。実家及び耕作地に近い申請地に新

たに住居を構えるため、転用申請するもの

です。使用貸借権設定で開発許可申請中で

す。 

Ｎｏ．２申請地は、西和佐地区・・・、

田井ノ瀬駅から南東約・・・ｍに位置し、

おおむね５００ｍ以内に鉄道の駅があるた

め第２種農地に該当します。申請人は申請

地の隣接地で製造業を営む法人で、既存拠

点の拡張を目的とした資材置場及び駐車場

として利用するため、転用申請するもので

す。令和３年７月８日付で農用地除外済み

です。 

これらの案件は一般基準を満たしていると

思われます。以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第３号について、

説明、報告が終わりましたが、この議案に

ついて、何かご意見、ご質問ございません

か。 

「異議なし、との声」 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第３号は可決と決定しました。 

 議案第４号 農用地利用集積計画につい

て、提案いたします。 

Ｎｏ.１２、１３を先議とさせていただ

きます。・・・一時退席お願いします。 

◆山田主査 番外、先議のため議案第４号 

Ｎｏ．１２、１３について説明いたします。 

 本件は、農業経営基盤強化促進法第１８

条第１項の規定による農用地利用集積計画

に基づく利用権の設定です。再設定の契約

で、Ｎｏ．１２は使用貸借権、期間は２年、

地目は田、面積は１，１００㎡で、Ｎｏ．

１３は賃借権、期間は３年、地目は田、面

積は５，１３０㎡です。以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第４号Ｎｏ.１

２、１３について説明が終わりましたが、

この議案について、何かご意見、ご質問ご

ざいませんか。 

「異議なし、との声」 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第４号Ｎｏ.１２、１３は可決と

決定しました。 

次に、Ｎｏ.２２を先議とさせていただ

きます。・・・一時退席お願いします。 

◆山田主査 番外、先議のため議案第４号 

Ｎｏ．２２について説明いたします。 

 本件は、農業経営基盤強化促進法第１８

条第１項の規定による農用地利用集積計画

に基づく利用権の設定です。再設定の契約

で、使用貸借権、期間は２年、地目は田、
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面積は１，３６１㎡です。以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第４号Ｎｏ.２

２について説明が終わりましたが、この議

案について、何かご意見、ご質問ございま

せんか。 

「異議なし、との声」 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第４号Ｎｏ.２２は可決と決定し

ました。 

次に、Ｎｏ.５９、６０を先議とさせて

いただきます。 

・・・一時退席お願いします。 

◆山田主査 番外、先議のため議案第４号 

Ｎｏ．５９、６０について説明いたします。 

 本件は、農業経営基盤強化促進法第１８

条第１項の規定による農用地利用集積計画

に基づく利用権の設定です。再設定の契約

で、Ｎｏ．５９、６０ともに使用貸借権、

期間は３年、地目は田、面積はＮｏ．５９

が２，０７９㎡で、Ｎｏ．６０が３，０８

６㎡です。以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第４号Ｎｏ.５

９、６０について説明が終わりましたが、

この議案について、何かご意見、ご質問ご

ざいませんか。 

「異議なし、との声」 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第４号Ｎｏ.５９、６０は可決と

決定しました。次に先議以外の説明をお願

いします。 

◆山田主査 番外、議案第４号 Ｎｏ．１

２、１３、２２、５９、６０以外について

説明いたします。 

本件は、農業経営基盤強化促進法第１８

条第１項の規定による農用地利用集積計画

に基づく利用権の設定で、再設定契約が８

４件、新規の契約が６件で合計９０件ござ

いました。賃借権が６件、使用貸借権が８

４件の設定です。貸借期間は議案書のとお

りです。また、Ｎｏ．１から１１、Ｎｏ．

１４から２１、Ｎｏ．２３から５８、Ｎｏ．

６１から８１については、農業委員会によ

る利用権の再設定、Ｎｏ．８２、８３につ

いては、農業委員会による利用権の新規設

定、Ｎｏ．８４から９１については、農地

中間管理事業での再設定、Ｎｏ．９２から

９５については、農地中間管理事業による

新規の設定です。面積は、田が１８６，６

８０．９１㎡、畑が１１，５２１㎡、総面

積が１９８，２０１．９１㎡です。また、

うち農地中間管理事業による設定が１２件

あり、面積は田が１９，８４７㎡、畑が１，

８９９㎡、合計面積が２１，７４６㎡です。

以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第４号Ｎｏ.１

２、１３、２２、５９、６０以外について

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

「異議なし、との声」 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第４号Ｎｏ.１２、１３、２２、

５９、６０以外について可決と決定しまし

た。 

◆会長（谷河 績） その他、何かござい

ませんか。 

「なし、との声」 

 それでは、ご質問がないようでございま

すので第１６回総会を閉会いたします。 

１４時００分 閉会 

 

 


